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施設サービス

在

宅

（
要
介
護
（
支
援
）
者
）

医療機関（医療）

※急性期疾患等の治療
※急性期・回復期のリハビリ

【介護療養病床】
・夜勤職員の評価
・集団ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ療法
・リハの再評価

【介護老人保健施設】
・夜勤職員の評価
・短期集中リハの評価
・ターミナルの評価 等

【介護老人福祉施設】
・夜勤職員の評価
・常勤看護職員配置の評価
・看取りの評価 等

【小規模多機能事業所】
・常勤看護師の配置

【特定施設入居者生活介護】
・看護職員による医療機関等との連携

【ｼｮｰﾄｽﾃｲ（診療所）】
・実施施設の拡大

【ｼｮｰﾄｽﾃｲ】 ・リハビリの強化

訪問サービス

通所サービス

【訪問看護】
・重症者（褥瘡）の評価
・ターミナルの評価 等

【訪問リハ】
・時間単位の評価
・短期集中リハの評価 等

【居宅療養管理指導（看護職員）】
・在宅要介護（支援）者に対する相談を評価

【通所リハビリテーション】
・外来と同じ短時間リハの創設
・短期集中リハの評価 等

【通所介護】
・療養通所介護の基準等の見直し

【日帰りショート】
・滞在時間に応じた評価 等

【小規模多機能居宅介護】
・看護職員の配置に対する評価 等

【居宅介護支援】
・入・退院時の連携の評価

長
期
療
養

在
宅
生
活
支
援
等

日
中
の
居
場
所
確
保

在
宅
生
活
支
援

等

在
宅
生
活
支
援
等

連
携

平成21年度介護報酬改定における主な医療・介護の連携に関する改定内容
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発症
(脳卒中・大腿
骨頸部骨折)

老健

通所リハ事業所・訪
リハ事業所

２００床未満の病院
診療所

急性期治療

回復期等

連携

連携

退院

ケアマネ
ジャー

地域連携診療
計画の中で評
価する範囲

急性期治療

リハビリテー
ション

通院治療

通所リハビ
リ等

急性期
病院

回復期病院
等

自宅

転院

現行

急性期治療

回復期等

連携

改定後

ケアマネ
ジャー

必要に応じ
て連携

地域連携診療計
画管理料

地域連携診療計
画管理料

地域連携診療計
画退院時指導料

地域連携診療計
画退院時指導料

（Ⅰ）
（現行の地域連携診療計

画退院時指導料）

改

地域連携診療計画
退院計画加算

新

地域連携診療計
画退院時指導料

（Ⅱ）

新

大腿骨頸部骨折・脳卒中に係る医療機関等の連携の評価


